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第４回南島原市議会定例会に
議案を追加提出



平成３０年第４回南島原市議会　定例会

　　　○議案の概要　〔P１〕

（追加議案）　参　考　資　料

　南 島 原 市



平成３０年第４回南島原市議会定例会　追加議案

同意第29号 副市長の選任について

報告第17号  専決処分の報告について（損害賠償の額の決定について）
総 務 部
管 財 契 約 課

＊副市長に選任することについて、地方自治法第１６２条の規定により、同意を求めるもの。

＊地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会において指定されている事項について専決処分したので、同条第２項
の規定により報告するもの。
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同意第 2 9号

副市長の.選任について

次の者を南島原市副市長に選任することについて、地方自治法 (昭和 2 2年

法律第 6 7号)′第 16 2条の規定により、議会の同意を求める。

住所 1
氏名 山口 周一

生年月日 1
.

平成 3 0年 12 月 2 0日提出

南島原市長 松 本 政 博



報告第 17 号

専決処分の報告について

(損害賠償の額の決定について)

地方自治法 (昭和 2 2年法律第 6 7号)第 18 0条第 1項の規定に基づき、

別紙のとおり専決処分したので、同条第 2項の規定によりこれを報告する。

平成 3 0年 12 月 2 0 日提出

南島原市長 松 本 政 博



専決第 13 号

専 決 処 分 書

地方自治法 (昭和 2 2年法律第 6 7号) 第 18 0条第 1項の規定に基づき、

議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処

分する。

平成 3 0年 12 月 10 日 .

南島原市長 松 本 政 博

損害賠償の額の決定について

南島原市は、次により損害を賠償するものとする。

1 賠償の理由

平成 3 0年 10 月 31 日午前 8時 5 6分頃、南島原市南有馬町乙 10 2

3番地の南有馬庁舎駐車場内を走行中、周囲の確認不足により、駐車場に

駐車するためバックしてきた相手方車両と接触した事故について、損害賠

償の額を決定する必要があるもの。

賠償の金額
14 3,6 5 8 円

2

3 賠償する相手方


